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◎群馬県告示第１１０号 

地方自治法（平成２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり 

指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。 

令和８年４月３日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
  

指定公金事務取扱者
の所在地及び名称 

委託した公金事務
に係る歳入等 

法第２４３条の
２第１項の規定
による指定をし

た日 

法第２４３条の
２第１項の規定
による委託をし

た日 

委託期間 

群馬県前橋市富田町
２４００番地の１ 
前橋市農業協同組合 
 

農業改良資金の貸
付事業に係る償還
金等の収納に関す
る事務 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１
日 
 
 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 
 

群馬県高崎市菊地町
５５６番地１ 
はぐくみ農業協同組
合 

農業改良資金の貸
付事業に係る償還
金等の収納に関す
る事務 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１
日 
 
 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 
 

群馬県富岡市富岡２
６３８番地１ 
甘楽富岡農業協同組
合 

農業改良資金の貸
付事業に係る償還
金等の収納に関す
る事務 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１
日 
 
 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 
 

群馬県安中市原市６
３４番地 
碓氷安中農業協同組
合 

農業改良資金の貸
付事業に係る償還
金等の収納に関す
る事務 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１
日 
 
 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 
 

群馬県吾妻郡東吾妻
町大字原町６０７番
地 
あがつま農業協同組
合 

農業改良資金の貸
付事業に係る償還
金等の収納に関す
る事務 
 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１
日 
 
 
 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 
 
 

群馬県みどり市笠懸
町鹿２３５番地２ 
新田みどり農業協同
組合 

農業改良資金の貸
付事業に係る償還
金等の収納に関す
る事務 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１
日 
 
 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 
 

群馬県太田市新野町
３２０番地１ 
太田市農業協同組合 
 

農業改良資金の貸
付事業に係る償還
金等の収納に関す
る事務 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１
日 
 
 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 
 

 

 

 

◎群馬県告示第１１１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、前橋都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

■ 告  示 
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  令和８年４月３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 前橋市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 前橋都市計画下水道事業 前橋公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和２７年９月１２日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 汚水 

ア 収用の部分 変更なし 

イ 使用の部分 昭和５１年群馬県告示第２０４号、昭和５６年群馬県告示第２０８号、昭和５８年群馬県告

示第２９７号、昭和６３年群馬県告示第２１３号、平成２年群馬県告示第７１６号、平成６年群馬県告示第

１１６号、平成１０年群馬県告示第６号、平成１３年群馬県告示第１８４号、平成１８年群馬県告示第１８

３号、平成２２年群馬県告示第８６号、平成２３年群馬県告示第１３６号、平成２９年群馬県告示第１２１

号、令和３年群馬県告示第１３６号及び令和６年群馬県告示第１２４号の事業地を次のとおり変更する。 

高花台一丁目、高花台二丁目、三俣町一丁目、三俣町二丁目、嶺町の一部、小坂子町の一部、勝沢町の一

部、鳥取町の一部、五代町の一部、小神明町の一部、上沖町の一部、下沖町の一部、端気町の一部、幸塚町

の一部、三俣町三丁目の一部、西片貝町一丁目の一部、西片貝町五丁目の一部、城東町四丁目の一部、日吉

町二丁目の一部、日吉町三丁目の一部及び日吉町四丁目の一部を追加する。 

(2) 雨水 

ア 収用の部分 変更なし 

イ 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１１２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、前橋都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 前橋市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 前橋都市計画下水道事業 前橋公共下水道（利根川上流流域関連公共下水道） 

３ 事業施行期間 昭和５７年７月２１日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 汚水 

ア 収用の部分 なし 

イ 使用の部分 昭和５７年群馬県告示第６４８号、昭和５８年群馬県告示第４６３号、昭和６０年群馬県告

示第８６２号、昭和６２年群馬県告示第５４８号、昭和６３年群馬県告示第９７３号、平成２年群馬県告示

第７１５号、平成４年群馬県告示第７０２号、平成７年群馬県告示第１７４号、平成１０年群馬県告示第１

３３号、平成１６年群馬県告示第１８７号、平成１６年群馬県告示第４５０号、平成２３年群馬県告示第１

３２号、平成２３年群馬県告示第３７４号、平成２９年群馬県告示第１２２号及び令和３年群馬県告示第１

３６号の事業地を次のとおり変更する。 
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高花台一丁目、高花台二丁目、三俣町一丁目及び三俣町二丁目の各全部を削除し、嶺町、小坂子町、勝

沢町、鳥取町、五代町、小神明町、上沖町、下沖町、端気町、幸塚町、三俣町三丁目、西片貝町一丁目、

西片貝町五丁目、城東町四丁目、日吉町二丁目、日吉町三丁目及び日吉町四丁目の各一部を削除する。 

(2) 雨水 

ア 収用の部分 なし 

イ 使用の部分 昭和５７年群馬県告示第６４８号、昭和５８年群馬県告示第４６３号、昭和６０年群馬県告

示第８６２号、昭和６２年群馬県告示第５４８号、昭和６３年群馬県告示第９７３号、平成２年群馬県告示

第７１５号、平成４年群馬県告示第７０２号、平成７年群馬県告示第１７４号の事業地を次のとおり変更す

る。 

高井町、総社町高井、総社町総社、鳥羽町、江田町、駒形町及び小屋原町の各一部を追加し、下細井町及

び川曲町の各一部を削除する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１１３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、前橋勢多都市計画下水道事業の事業計

画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 前橋市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 前橋勢多都市計画下水道事業 前橋勢多公共下水道 

３ 事業施行期間 平成元年８月１１日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 なし 

 (2) 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１１４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、高崎都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 高崎市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 高崎都市計画下水道事業 高崎公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和４８年１２月２０日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 汚水 

ア 収用の部分 変更なし 

イ 使用の部分 変更なし 
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(2) 雨水 

ア 収用の部分 変更なし 

イ 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１１５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、高崎都市計画、箕郷都市計画、榛名都

市計画及び吉井都市計画下水道事業の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条

第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 高崎市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 高崎都市計画、箕郷都市計画、榛名都市計画及び吉井都市計画下水道事業 高

崎公共下水道（県央処理区） 

３ 事業施行期間 昭和４８年１２月２０日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 汚水 

ア 収用の部分 変更なし 

イ 使用の部分  

 (ｱ) 高崎都市計画下水道事業 変更なし 

 (ｲ) 箕郷都市計画下水道事業 昭和６２年群馬県告示第７１７号、平成５年群馬県告示第８２７号、平成７

年群馬県告示第３８７号、平成９年群馬県告示第１０６号、平成１２年群馬県告示第５１号、平成１６年

群馬県告示第１７５号、平成１６年群馬県告示第４１４号、平成２３年群馬県告示第１２１号、平成２８

年群馬県告示第１４２号、令和３年群馬県告示第１３８号及び令和５年群馬県告示第１２７号の事業地を

次のとおり変更する。 

箕郷町下芝字原、字清水、字萬行及び字谷ツの各一部を追加する。 

(ｳ) 榛名都市計画下水道事業 昭和６３年群馬県告示第８５１号、平成８年群馬県告示第１９４号、平成１

０年群馬県告示第１２４号、平成１１年群馬県告示第５８０号、平成１３年群馬県告示第１７７号、平成

１４年群馬県告示第６２７号、平成１６年群馬県告示第６２７号、平成１７年群馬県告示第４７号、平成

２３年群馬県告示第１２１号、平成２８年群馬県告示第１４２号、令和３年群馬県告示第１３８号及び令

和５年群馬県告示第１２７号の事業地を次のとおり変更する。 

上大島町字前田及び字薬師の各一部を追加する。 

(ｴ) 吉井都市計画下水道事業 変更なし 

(2) 雨水 

ア 収用の部分 変更なし 

イ 使用の部分 昭和５７年群馬県告示第３４７号、昭和６１年群馬県告示第３０１号、昭和６３年群馬県告

示第９７２号、平成６年群馬県告示第５５２号、平成９年群馬県告示第６２８号、平成１１年群馬県告示２

５３号、平成１６年群馬県告示第１８８号及び平成１６年群馬県告示第４６７号の事業地を次のとおり変更

する。 
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下斎田町字重土薬師、上滝町字下斉田境飛地及び字斉田北並びに下滝町字高井前及び字高井の各一部を追

加する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１１６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、渋川都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 渋川市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 渋川都市計画下水道事業 渋川公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和５４年３月１３日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 汚水 

ア 収用の部分 なし 

イ 使用の部分 変更なし 

(2) 雨水 

ア 収用の部分 なし 

イ 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１１７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、甘楽都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 甘楽町 

２ 都市計画事業の種類及び名称 甘楽都市計画下水道事業 甘楽公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和６２年９月２５日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 汚水 

  ア 収用の部分 なし 

イ 使用の部分 変更なし 

(2) 雨水 

  ア 収用の部分 なし 

  イ 使用の部分 昭和６２年群馬県告示第７１８号、平成元年群馬県告示第８５７号、平成６年群馬県告示第

１９号、平成９年群馬県告示第２４３号、平成１６年群馬県告示第１９２号、平成１６年群馬県告示第４７

１号、平成２３年群馬県告示第１２６号、平成２８年群馬県告示第１５０号及び令和３年群馬県告示第１４
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９号の事業地を次のとおり変更する。 

大字福島字赤坂、字天王、字大日、字堀向、字稲荷前及び字稲荷西並びに大字小川字大山、字赤坂及び字

大日の各全部を追加し、大字福島字天神林、字落矢、字上宿、字金山、字屋敷下、字西平、字稲荷北、字稲

荷東、字笹森、字生板木、字小幡新町及び字藤塚並びに大字小川字二日町、字多井戸、字伊勢森、字北原、

字下原及び字中道の各一部を追加する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１１８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、玉村都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 玉村町 

２ 都市計画事業の種類及び名称 玉村都市計画下水道事業 玉村公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和５７年２月９日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 なし 

 (2) 使用の部分 変更なし 

 

 

 

◎群馬県告示第１１９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり

指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。 

  令和８年４月３日 

群馬県知事 山 本 一 太   
 

指定公金事務取扱者
の所在地及び名称 

委託した公金事務
に係る歳入等 

法第２４３条の
２第１項の規定
による指定をし

た日 

法第２４３条の
２第１項の規定
による委託をし

た日 

委託期間 

東京都中央区日本橋
本石町四丁目６番７
号 
地銀ネットワークサ
ービス株式会社 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 

群馬県前橋市元総社
町１９４番地 
株式会社群馬銀行 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 

東京都港区港南一丁
目８番２７号 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 
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株式会社しんきん情
報サービス 

北海道札幌市中央区
南９条西五丁目４２
１番地 
株式会社セイコーマ
ート 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 

東京都千代田区二番
町８番地８ 
株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 

東京都港区芝浦三丁
目１番２１号 
株式会社ファミリー
マート 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 

広島県広島市安佐北
区安佐町大字久地６
６５番地１ 
株式会社ポプラ 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 

千葉県千葉市美浜区
中瀬一丁目５番地１ 
ミニストップ株式会
社 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 

東京都千代田区岩本
町三丁目１０番１号 
山崎製パン株式会社 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 

東京都品川区大崎一
丁目１１番２号 
株式会社ローソン 

県税及び税外収入
並びに歳計外現金 

令和７年４月１
日 

令和８年４月１
日 

令和８年４月１日から
令和９年３月３１日ま
で 

 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により県営緑町土地改良事業計画を変更したい

ので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

    令和８年４月３日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 縦覧に供する書類 変更後の県営緑町土地改良事業計画書の写し  

２ 縦覧期間 令和８年４月６日から同年５月７日まで 

３ 縦覧に供する場所 群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/page/9734.html）及び太田市役所 

 

 

 

 

◎群馬県警察本部告示第３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり

■ 公  告 

■ 警察本部告示 
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指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。 

令和８年４月３日 

  群馬県警察本部長 丸 山   潤   

１ 指定公金事務取扱者の所在地及び名称 群馬県前橋市元総社町８０番地１４ 公益財団法人群馬県交通安全協

会 

２ 委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０１条第１項又は第

１０１条の２第１項の規定による免許証の更新申請手数料、同法第１０８条の２第１項第１１号に掲げる講習手

数料及び同法第１０８条の２第１項第３号に掲げる講習手数料 

３ 法第２４３条の２第１項の規定による指定をした日 令和８年４月１日  

４ 法第２４３条の２第１項の規定による委託をした日 令和８年４月１日 

５ 委託期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和８年４月３日 

群馬県立沼田特別支援学校長 井 草 昌 之   

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 群馬県立沼田特別支援学校スクールバス運行業務委託 ４路線 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立沼田特別支援学校事務室 群馬県沼田市東原新

町１８０１－１ 

３ 落札者を決定した日 令和８年３月１９日 

４ 落札者の名称及び所在地 尾瀬紀行株式会社 群馬県利根郡片品村鎌田４１７７－１ 

５ 落札金額 ３８，１１５，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和８年２月３日 
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